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ル
ー
ル
を
守
っ
た「
ご
み
出
し
」に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
資
源
と
ご
み
は
、
き
ち
ん
と
分
別
を
し
て
午
前
8
時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
問
ご
み
対
策
課
☎（
5
3
1
）5
5
1
8

格
等
く
わ
し
く
は
募
集
の
し
お
り
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
募
集
の
し
お
り
と
申
込
用
紙
の
配

布
　
▼
配
布
期
間
＝
7
月
20
日（
水
）

〜
27
日（
水
）▼
配
布
場
所
＝
市
役
所

〔
総
合
案
内（
1
階
）と
住
宅
課（
2
階

53
番
窓
口
）〕、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー（
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
）、

東
部
・
西
部
・
富
士
見
・
錦
連
絡
所

●
申
込
方
法
　
7
月
29
日（
金
）〔
必

着
〕ま
で
に
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

を
書
い
て
、
添
付
の
封
筒
を
使
っ
て

郵
送
で
住
宅
課
へ
。

問
住
宅
課
住
宅
管
理
係
・
内
線
2
5

5
82

0
1
7
年
成
人
を
祝
う
つ

ど
い

　
市
と
成
人
を

祝
う
つ
ど
い
実

行
委
員
会
は
、

成
人
を
迎
え
る

若
者
た
ち
の
門

出
を
祝
福
す
る

た
め
、「
成
人
を

祝
う
つ
ど
い
」

を
開
催
し
ま
す
。
対
象
は
平
成
8
年

4
月
2
日
〜
平
成
9
年
4
月
1
日
に

生
ま
れ
た
方
で
す
▽
記
念
式
典
と
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
＝
時
1
月
9
日（
月
・

祝
）正
午
〜
午
後
1
時
30
分〔
午
前
11

時
開
場
〕場
た
ま
し
ん
R
I
S
U
R

U
ホ
ー
ル

問
子
ど
も
育
成
課
青
少
年
係
・
内
線

1
3
0
6

木
造
住
宅
の
耐
震
化
助
成
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
昭
和
56
年
以
前
に
建
築
さ
れ
た
木

造
住
宅
を
所
有
す
る
方
は
、
簡
易
耐

震
診
断
を
無
料
で
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
要
件
を
満
た
す
方

に
耐
震
化
に
か
か
る
費
用
の
2
分
の

1
を
助
成
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

助
成
の
上
限
額
は
次
の
通
り
で
す
▼

耐
震
診
断
＝
10
万
円
▼
補
強
設
計
・

工
事
監
理
＝
10
万
円
▼
耐
震
改
修
工

事
▽
一
般
世
帯
＝
50
万
円
▽
高
齢
者

世
帯
＝
80
万
円
な
ど

　
く
わ
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
住
宅
課
住
宅
相
談
係
・
内
線
2
5

6
2国

民
年
金
保
険
料　

免
除
・
納
付
猶
予
の
申
請
を

7
月
か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
制
度
の
平
成
28
年
度（
平
成
28
年

7
月
〜
平
成
29
年
6
月
）の
申
請
を

7
月
か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す（
申

請
月
か
ら
2
年
1
か
月
前
ま
で
の
未

納
月
分
に
つ
い
て
も
申
請
可
）。

　
こ
の
制
度
は
、
国
民
年
金
保
険
料

の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
に
、
本

人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
の
所

得
に
応
じ
て
保
険
料
が
免
除
さ
れ
た

り
、
本
人
・
配
偶
者
の
所
得
に
応
じ

て
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
も
の
で
す
。

な
お
、
離
職
者
や
震
災
・
風
水
害
等

の
被
災
者
の
方
は
所
得
に
関
係
な
く

該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
納
付
猶
予
の
対
象
年
齢
が
拡
大

納
付
猶
予
は
、
こ
れ
ま
で「
30
歳
未

満
」の
方
が
対
象
で
し
た
が
、
平
成
28

年
7
月
〜
平
成
37
年
6
月
の
間
に
限

り「
50
歳
未
満
」に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
・
内
線

1
3
9
4

（
月
額
1
万
5
0
0
0
円
以
上
）の
方

は
、
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
は
介
護
保
険

料
決
定
通
知
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
普
通
徴
収（
個
別
に
納
付
）　
▼
老

齢
・
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族

年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満

（
月
額
1
万
5
0
0
0
円
未
満
）の
方

▼
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
▼
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た
方

▼
平
成
28
年
4
月
2
日
以
降
に
立
川

市
に
転
入
し
た
方
な
ど
は
、
介
護
保

険
料
納
入
通
知
書
で
個
別
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
市
役
所
、
窓
口
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー（
女
性
総
合
セ
ン
タ

ー
1
階
）、
各
連
絡
所
の
ほ
か
、
指

定
金
融
機
関
で
納
付
で
き
ま
す
。

期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を

　
介
護
保
険
制
度
は
加
入
者
が
互
い

　
65
歳
以
上
の
方（
介
護
保
険
第
1

号
被
保
険
者
）で
、
保
険
料
を
特
別

徴
収（
年
金
天
引
き
）の
み
で
納
め
る

方
に
は
保
険
料
の
決
定
通
知
書
を
、

そ
れ
以
外
の
方
に
は
納
入
通
知
書
を

7
月
11
日（
月
）ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

　
な
お
、
介
護
保
険
料
は「
立
川
市

第
6
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」に
基

づ
い
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
1

号
被
保
険
者（
65
歳
以
上
の
方
）の
平

成
27
年
度
〜
平
成
29
年
度
の
保
険
料

の
基
準
額（
月
額
）は
5
8
8
0
円
で

す
。
保
険
料
は
所
得
に
応
じ
て
14
段

階
に
分
か
れ
て
い
ま
す（
左
表
）。

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

の
納
め
方

●
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）　
老

齢
・
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族

年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

に
保
険
料
を
出
し
合
っ
て
運
営
す
る
、

相
互
扶
助
制
度
で
す
。
保
険
料
の
期

限
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
　

普
通
徴
収
の
保
険
料
の
納
付
に
は
、

納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
が
便
利

で
す
。
申
し
込
み
は
▼
介
護
保
険
料

納
入
通
知
書
▼
預
貯
金
通
帳
▼
通
帳

に
使
用
し
て
い
る
印
鑑
を
持
っ
て
、

指
定
金
融
機
関
窓
口
へ
。

　
な
お
、
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情

に
よ
り
、
一
時
的
に
保
険
料
が
納
め

ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
徴
収
猶

予
や
減
免
、
免
除
を
受
け
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

シ
ル
バ
ー
パ
ス
の
購
入
に
も

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の
申
し
込
み
や
更

新
の
際
、
非
課
税
証
明
書
の
代
わ
り

と
し
て
、
介
護
保
険
料
の
決
定
通
知

書
、
納
入
通
知
書
を
使
用
で
き
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、（
社
）東
京
バ
ス
協
会

☎
0
3（
5
3
0
8
）6
9
5
0
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

の
申
請
を
お
忘
れ
な
く

　
介
護
保
険
に
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス

利
用
時
の
居
住
費
や
食
費
を
一
定
額

ま
で
の
負
担
に
と
ど
め
る「
介
護
保

険
負
担
限
度
額
認
定
制
度
」が
あ
り

ま
す
。

　
負
担
限
度
額
認
定
を
受
け
る
に
は
、

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
あ
る

こ
と
に
加
え
、
次
の
資
産
要
件
を
満

た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
▼
本
人
お
よ

び
配
偶
者
の
預
貯
金
等
が
単
身
で

1
0
0
0
万
円
、
夫
婦
で
2
0
0
0

万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
▼
内
縁
等
を

含
め
配
偶
者
が
住
民
税
非
課
税
で
あ

る
こ
と
。

　
な
お
、
こ
れ
ま
で
は
利
用
者
負
担

段
階
の
判
定
対
象
で
は
な
か
っ
た
非

課
税
年
金（
遺
族
年
金
と
障
害
年
金
）

が
、
8
月
か
ら
は
判
定
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　
す
で
に
こ
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
が
継
続
し
て
同
制
度
を
利
用
す
る

た
め
に
は
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

6
月
下
旬
に
郵
送
し
た
更
新
申
請
書

に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
本
人
と
配

偶
者
の
通
帳
の
コ
ピ
ー
等
を
添
え
て
、

直
接
介
護
保
険
課（
市
役
所
1
階
4

番
窓
口
）ま
た
は
郵
送
で
お
手
続
き

く
だ
さ
い
。

問
介
護
保
険
課
介
護
給
付
係
・
内
線

1
4
4
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７
月
20
日
～
27
日

市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集
の

し
お
り
を
配
布

●
募
集
住
宅
　
▼
一
般
世
帯
向
＝
4

戸
▼
福
祉
単
身
者
向
＝
1
戸
▼
車
い

す
単
身
者
向
＝
1
戸（
全
て
空
き
家

募
集
）入
居
予
定
は
、
平
成
28
年
12

月
で
す
。
空
き
家
の
情
報
や
申
込
資

平
成
28
年
度 

介
護
保
険
料
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

平成27年度～平成29年度

所得
段階 区分 保険

料率
保険料
年額（円）

１

▷世帯全員が住民税非課税で本人の年金
収入等※が80万円以下等▷住民税非課税
世帯の老齢福祉年金受給者▷生活保護被
保護者▷中国残留邦人等の支援給付受給
者

0.42 29,600

２ 世帯全員が住民税非課税で本人の年金収
入等※が80万円超で120万円以下等 0.60 42,300

３ 世帯全員が住民税非課税で本人の年金収
入等※が120万円超等 0.66 46,500

４
本人が住民税非課税で年金収入等※が
80万円以下等（世帯に住民税課税者がい
る）

0.83 58,500

５ 本人が住民税非課税で年金収入等※が
80万円超等（世帯に住民税課税者がいる） 1.00 70,500

６ 本人が住民税課税で合計所得金額が
120万円未満等 1.15 81,100

７ 本人が住民税課税で合計所得金額が
120万円以上で190万円未満等 1.28 90,300

８ 本人が住民税課税で合計所得金額が
190万円以上で290万円未満等 1.50 105,800

９ 本人が住民税課税で合計所得金額が
290万円以上で400万円未満等 1.62 114,300

10 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上で600万円未満等 1.88 132,600

11 本人が住民税課税で合計所得金額が600万円以上で800万円未満等 2.16 152,400

12 本人が住民税課税で合計所得金額が800万円以上で1,000万円未満等 2.30 162,200

13 本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上で2,000万円未満等 2.45 172,800

14 本人が住民税課税で合計所得金額が2,000万円以上 2.60 183,400

※年金収入等とは、合計所得金額と課税年金収入額を合わせたも
のをいいます。

問
介
護
保
険
課
介
護
保
険
料
係
・
内
線
1
4
4
6

問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ


